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高齢者医療制度の再構築に向けた健保連の考え方  

平成21年12月25日  

健康保険組合連合会   

人口の高齢化等によって医療費め増大は避けられない。高齢者医療制度を持続可能な  

ものにするためには、高齢者の負担もさることながら、自らの医療費と高齢者の医療費を支  

える若年者の負担にも配慮することが不可欠である。同時に、国民皆保険体制を堅持するう  

えでも、公費負担を拡大するとともに、そのため？安定財源を確保すべきであることは言うま  

でもない。   

厚隼労働省は、「後期高齢者医療制度は廃止する」をはじめ6つの考え方を掲げている  

がこ本改革会議においては、現行制度の問題点や高齢者医療制度のあるべき姿について  

幅広く議論すべきである。・そのうえで、高齢者医療制度の再構築を図り、臭行、検証、見直  

し（PDCA）のプロセスを重ねていくことが、制度全体の持続可能性を高めていくうえで重要  

である   

以下、健保組合、健保連（以下、「健保連」という）の意見を表明する。  
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Ⅰ．健保連が考える高齢者医療制度   

（1）基本設計   

高齢者医療制度は、65歳以上め高齢者を対象とする前期・後期の区別のないひとつの  

制度とすべきである。高齢者の生活実態、年金制度や介護保険制度等との整合性から、  

「65歳」には一定甲合理性があり、国民の理解も得やすい。また、かつての老人保健制度  

に対する反省を踏まえると、費用負担や運営責任を明確化するために、「別建て」の制度と  

することが望ましい。別建てにしたとしても、全体的にみれぼ、高齢者の医療費を若年者が  

支える、世代間のつながりを維持した制度体系と言える。   

65歳に到達しても働き続ける高齢者（家族を含む）lキついては、現在の後期高齢者医  

療制度のように年齢によって厳格に区分するのではなく、若年者の各制度に継続加入す  

ることは検討する余地がある。  

（2）費用負担  

①公費   

高齢化に伴い、今後も増大していく高齢者の医療費を、保険料だけでまかなっていくこ  

とはできない。介護保険（給付費に公費負担5割）や年金（基礎年金に国庫負担5割）と同   
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様に、高齢者医療御慶においても、給付費の5割を目途に傘費を投入すべきである。  

②保険料   

高齢者と若年者の保険料の負担は、世代間の公平性に配慮し、納符の得られるもので  

なければならない。このため、公費以外の部分特高齢者と若年者の人数比で按分し、それ  

ぞれが保険料を負担する。国保と被用者保険の負担も人数で分け、公費投入を前提に、  

被用者保険の保険料は、負担能力（総報酬額）に見合ったしくみ（上限を設定）とすべきで  

ある。   

なお、ここで言う「負担能力に見合ったしくみ」は、あくまでも、65歳以上の高齢者の給  

付費に対すろ5割召途の公費投入が前提である。12月に政府から提案された被用者保険  

内の後期高齢者支援金の総報酬割案は、協葺けんぽの後期高齢者支援金に対する国庫  

補助の廃止による財源を健保組合等に肩代わりさせようとするものであり、－断固反対である。  

協会けんぽへの国庫補助の拡充は、国の責任で行うべきである。  

（3）保険者   

都道府県単位を念頭に、行政から準立した公法人が保険者を担うことにより、医療費適  

正化など保険者楼能を発挿セきるしくみとすべきである。また、費用負担者が運常に参画  

することにより、保険者機能強化や効率化努力を支え、チェックする疲剖を担うべきである。  

なお、市町村国保の広域化等を通じて財政の安定化を図る方向に異論はない。  

（4）その他  

・若年者の制度体系につヤ、ては、被用者保険は職域を基盤とする健保組合、協会けん  

ぽ、共済組合の各軍度が、地域保険は国保が担い、それぞれの特性に応じた保険者機能  
を発揮し、競い合う、多元的な制度体系が最善である。また、被用者虎険において軋保  
険者機能を重視する観点からも、職域の基盤を最大限に活用できる健保組合方式をより  

いっそう推進すべきである。   

本改革会議の初会合で厚生労働省から、第一段階として「国保と高齢者医療制度（広  

域連合）の一元的運用」をめざし、次の段階で「被用者保険と国保の一元的運用」を考える  
との説明があった。後者にづいては、以下のような問題がある。  

●所得把握や保険料収納率の違い等から、公平で統一的な保険料賦課方法を確立する   

ことは極めて困難であり、収納率低下のおそれもある。  

●地域住民が加入する制度に事業主負担を求めることが由難である。．  

●健保組合が自主、自己責任のもとで行ってきた保険者機能の強化、拡大の方向に反す  

る。  

●とりわけ健保組合が事業主との協力のもとで行ってきた一体的、効果的な保障事業等  

が実施できなくなる。   
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Ⅱ．当面の対応   

（1）健保組合の財政状況   

平成21年度予算において、健保組合ほ、赤字組合が9割を超え、全体で6150億円の  

赤字を計上した。経済情勢の影響から保険料収入が落ち込む（▲1500億円規模）など、  

21年度は当初の予測よりもさらに悪化する見通しである。   

財政悪化の最大の要因は高齢者医療制度による支援金、納付金等の負担である。制  

度が導入された20年度は健保組合全体で4250億円もの負担増となり、21年度もこれと  

同水準の過重な負担が続いている。21年度予算では、保険料収入に対する支援傘、納  

付金等の割合が45．2％（50％以上の組合が3分の1）に達しており、保険料を負担する  

被保険者や事業主の理解を得にくい状態となっている。この支援金、納付金の過重な負  

担は、健保組合のみならず、被用者保険全体の問題となってきている。  

（2）新制度施行まで？課題等   

後期高齢者の屈にはすでに給付費の約5剖た公費が投入されているが、前期高齢者の  

層には公費投入がなされていない。そのために健保組合等の負担が過重になっている。  

医療保険制度全体の麦定化のた捌こも、前期高齢者の層に5割考目途とする公費投入を  

めざすべきである。   

また、新制度に移行するまでの問、支援金、納付金の負担等により財政事情の厳しい健  

保組合への財政支援の継続、強化が不可欠である。こうした支援強化が健保組合の解散  

抑止となり、受け皿である協会けんぽに対する由庫補助の抑制にも寄与する。  
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Ⅲ．社会保障のための安定財源の確保  

増大する高齢者の医療費をまかなラには、消費税率の引き上げ（1％＝2・5兆円相当）  

や社会保障目的税化を含む抜本的な税制改革が早晩避けられないと考える。平成25年  

度と想定される新制度の施行に向けて、安定的な財漁確保の道筋を措いておく必要があ 

るのではないか。   

当面の差し迫った課題としては、たばこ税等の引き上げなどにより財源確保を図るべき  

である。   
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資料（む 健保連が考える高齢者医療制度と医療保険制度の全体像 

ー制度の特濁仁一ーー  

■後期高齢者医療制度（長寿医療制度）  

075歳以上の人と65歳から74歳の一定の障害   

のある人を被保険者とする独立した医療制度。  

○後期高齢者の医療費全体から、患者が窓口で支   
払うー却負担金を差し引いた額（給付費）を、   

概ね公費5、各保険者が拠出する後期高齢者支   
援金4、後期高齢者の保険料1の割合で賄う。  

■前期高齢者の加入割合の違いによる   

負担㊥不均衡を是正するしくみ  

065歳から74歳までの前期高齢者の医療給付費   

を各保険者が共同で負担するし＜み。  

0各保険者の前期高齢者の医療費をベースに、ど   
の保険者も前期高齢者が同じ割合で加入してい   

ると仮定して調整が行われる。   

※：扱拠二法＝いずれもー高齢者の医療の確保に関する法律」  

65 

〔厚生労働省ー高齢者医療制度に関する検討会」資科より  

21年度予算ベース〕  

一制度の特徴一  

丁65歳以上の高齢者を対象とする▲   
ひとつの制度9   

→ 現行の後期高齢者医療制度を前期一  

高齢者の層に拡大するイメ→ジ  

○高齢者の医療費を公費、高齢者と若年者の負   

担（保険料）で支えるし＜み。  

○患者一部負担をのぞ＜医療給付費について、   

公費負担5害瞳目途。それ以外の部分を、高   
齢者と若年者の人数比で按分し、それぞれ保   

険料を負担。  

○若年者の負担は、被用書保険と国保の人数で   

按分じ、公費投入を前提に、被用者保険では   
負担能力（報酬）に見合ったものとする（上   

限を設ける）。  

○運営責任主体となる保険者は、都道府県学位   

で行政力＼ら独立した公法人。費用負担者が運   
営に参画するし＜み。  

「65歳」は、高齢者の生活実態、‾年金や介護保険との整合性などから理解を得やすい。  
65歳に達しても働き続ける高齢者（家族を含む）が現役世代の制度に鱒続加入する途は検討の余地あり。   
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樋口委員配布資料  

一丁1－   亨∃  



2009年 樋口恵子  

後期高齢者医療制度の7つの大罪  

1．説明責任不履行の罪  

いくら郵政選挙大勝利の中と時いえ、強行採決の1？とはいえ、国民への説   

明不足だった。同じくおかしな制度だが、裁判員制度が多くの予算をかけてP   

Rをしているのと比べても差があり過ぎる。  

2．当事者不在の罪  

直接関係するのは75歳以上。すべて有権者であ．るはずなのに、75歳以上   

の人の意見はほとんど聞かれていない。特別委に75歳以上は1人だけ、しか   

も医師の立場である。政策決定者は「患者・利用者は〔対象であって当事者で   

はない〕」と思っているようだ。  

3∴名称の罪  

後期革齢者はもともと学問上の概念定義。それを安易に制度の名称にすると   

は。新車でも化粧品でも、新製品を売り出すとき、どんなに顧客の意向を重ん  

じ、くふうを凝らすことか。  

l  
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4．線引きの罪  

75歳以上の人間から、職業上、家族関係上のあらゆる属性を奪い取り、   

「75歳以上」という一重に厄介払いした。  

家族関係上、サラリーマンの扶養家族として医療保険に入っていた人はざっ   

と200万人。夫婦別れ、親子別れで別制度に追い出される。高齢者も年金を   

もらっている以上丁定の保険料の支払いは求めてもいいが、別の方法を考えら   

れなかったのか。  

5．就労意欲削減の罪  

4から派生することだが、全国で約40万人の75歳以上の企業に働く就労   

者がいる。この人たちも医療保険から追い出され、企業はその負担分が軽減さ   

れる勘定だ。また現役並み所得60P万円以上は全員保険料50万！   

すれすれ600万円の人にはつらい。それなら働かないほうがいいと勤労意欲   

が減退する。   
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6．天引きの罪  

この御慶の特徴は線引きと天引きにある。天引きはとくに低所得につらい。   
低所得層への負担増は当初の大問題であった。  

この天引きの罪には「天引き増税」という不思議なおまけがついている。   
振替納付の時は控除がきくが、天引きではそれがないというので問題になった。  

．どちらを選択するか、という質問書がたしかに届いたが、そのメリット・デメ   

リットは何1つ説明されていなかった。これ鱒一種の消費者法違反ではあるま  

いか。  

7．運営責任不明確の罪  

これまでの老人俸険制度では、責任の所在が不明確だから、都道府県単位で   

広域連合をつくったという。どこが明確になったのかさっぱりわからん。ほん   

とうにこれですむのか。高齢者の負担はいったいどこまで増えるのか。先行き   

の視界不良の中で高齢者は立ちすくんでいる；  

付録 7つ＋3つ  

7つではどうしても間に今わない。 

のか、すでによく機能している蓼含もあり得るが、イギリスなどのようたGP   

が育っていない分、結局専門診療科へのアクセスを悪く 

だろうか。  

もう一つは、悪評サクサクでしばらく打ち止めになっている．ようだが、例の   

ターミナル時の質問票である。私はタ”ミナルにおける医療費の「使いすぎJ   

には反対で、無用の延命治療は個人的にも願い下げである。ターミナルのあり   

方については、ようやく高齢社会が成熟し、 

てきていた。それを一挙にストップさせ、高齢者の感情を逆なでした。本来感   

情的になるのは、どちらにとってもよいことではない。しかし、■高齢者に対す  

る同情も共感も自分が老いるとV＿、う想像力も欠いた政策が当事者を感情卿こし  

てしまった。ターミナルに関する国民の合意形成を振り乱しに戻してしまった  

罪は大きい。  

付録の3つ目は障がい者差別の罪である。後期高齢者医療制度は75歳以上  

で線引きしているけれど、実は65歳～74歳の重度障がい者が加えられてい  

る。全盲であみ物で立派に生計を立てている女性も加えられた。これは何の意  

味があるのだろうか。   




